
瀬戸市公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２２年１２月２２日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第４１号 

瀬戸市公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則 

瀬戸市公有財産事務取扱規則（昭和４２年瀬戸市規則第２１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 ＜省略＞ 第１章 ＜省略＞ 

第２章 公有財産の管理 第２章 公有財産の管理 

 第１節 ＜省略＞  第１節 ＜省略＞ 

 第２節 行政財産の使用等（第１２条―第１ 

６条の３） 

 第２節 行政財産の使用（第１２条―第１６ 

条） 

 第３節 ＜省略＞  第３節 ＜省略＞ 

第３章から第６章まで ＜省略＞ 第３章から第６章まで ＜省略＞ 

附則 附則 

  第２章 公有財産の管理   第２章 公有財産の管理 

   第１節 ＜省略＞    第１節 ＜省略＞ 

   第２節 行政財産の使用等    第２節 行政財産の使用 

第１２条から第１６条まで ＜省略＞ 第１２条から第１６条まで ＜省略＞ 

 （行政財産の貸付け等）  

第１６条の２ 各課等の長は、法第２３８条の４

第２項から第４項までの規定に基づき、行政財

産を貸し付け、又はこれに私権を設定すること

ができる。 

 

２ 各課等の長は、前項の規定に基づき貸し付け  



る場合は、公募により貸付けを受ける者を選定

することができる。 

３ 前２項の規定により行政財産を貸し付け、又

はこれに私権を設定する場合については、次節

（地上権又は地役権を設定する場合について

は、第２１条を除く。）の規定を準用する。 

 

第１６条の３ 前条第２項の規定に基づき公募に

より行政財産の貸付けを受ける者を選定した場

合の貸付料については、当該公募により決定し

た額とする。 

 

附 則 

この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 


